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国土審議会計画推進部会 国土の長期展望専門委員会（第８回） 

令和２年９月１日 

 

 

【小田桐企画官】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから、国土審議会計画

推進部会国土の長期展望専門委員会の第８回会議を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、御出席いただきまして誠にありがと

うございます。 

 冒頭の進行をしばらく務めさせていただきます、国土政策局総合計画課の小田桐と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の会議は、ｗｅｂ会議形式で開催させていただきます。これまでの会議と同様に、

希望される方にｗｅｂにて傍聴いただいております。 

 なお、ｗｅｂ会議の運営方法につきましては、前回と同様とさせていただきます。 

 円滑な進行のため、委員の皆様におかれましては、御発言されるときを除いて、音声の

設定をミュートとしていただき、御発言の希望等ございましたら、チャットでお知らせい

ただければと存じます。 

 そのほか何かございましたら、事務局までお知らせください。 

 本日は、１０名の委員に御出席いただいております。冨山委員から、所用のため御欠席

と連絡をいただいております。また、家田委員におかれましては、遅れての御出席予定、

加藤委員におかれましては、途中、１４時半頃の御退席予定と伺っております。 

 それでは、議事に先立ちまして、国土政策局長の中原より、一言御挨拶させていただき

ます。 

【中原局長】  国土政策局長の中原です。本日はお忙しいところ、御参加いただきまし

て誠にありがとうございます。 

 ７月に着任して以来、いろいろなところに御挨拶に伺うと、皆さんコロナ後の国土の在

り方はどうなるのかと、この委員会での議論に非常に注目が高いというのを実感しており

ます。これまで７回にわたって積極的に熱心な議論をしていただきまして、本当にありが

とうございます。 

 本日は、今後の中間取りまとめに向けて、主な論点等を最後の一枚紙で整理しておりま

すので、それに基づきまして活発な御議論をいただければと思います。 
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 よろしくお願いいたします。 

【小田桐企画官】  それでは、これ以降の議事進行は、委員長でいらっしゃる増田委員

長にお願いしたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【増田委員長】  委員長の増田でございます。どうぞ、今日はよろしくお願いいたしま

す。 

 これまでの議論を下敷きにいたしまして、秋に予定されております中間取りまとめに向

けて、次回が取りまとめということになりますが、今日と２回ほど予定されております。 

 今日の議論の進め方ですけれども、前半と後半と大きく２つに分けておりまして、前半

は中間取りまとめに向けての取りまとめの考え方や方向性について、後半は具体的な論点

についての議論を予定しております。全体とすると、１５時頃終了のめどとしてございま

すので、御協力よろしくお願い申し上げます。 

 まず前半のほうですが、取りまとめの考え方や方向性、こちらについては事務局のほう

で資料１－１から１－３、３種類の資料を用意してございますので、これを説明していた

だきまして、その後、委員の皆さん方からの御発言を頂戴したいと思います。 

 それでは事務局から、資料の説明を簡潔にお願いいたします。 

【藤田課長】  総合計画課の藤田でございます。資料１－１から説明させていただきま

す。 

 資料１－１でございますけれども、これはこれまで御議論いただいたものを整理してい

るものでございまして、人口減少や世界の中の日本といったようなテーマごとに、個々に

御議論をいただいてきたと認識してございます。 

 続きまして、資料１－２に入ります。今回、資料１－１をいろいろ御議論いただいてお

りましたけれども、先ほど委員長からもお話がありました次回の中間取りまとめに向けま

して、中間取りまとめの段階でも方向性をある程度示していくべきという御議論もいただ

いていることも踏まえまして、資料１－２は取りまとめの方向性の大きな概念を、整理さ

せていただいたものでございます。 

 ３段に分かれておりまして、下から、「我が国がおかれる状況」というふうに左側に書い

てございますけれども、これはある程度２０５０年の長期展望を見据えても前提条件とし

て捉えて、検討していくべきと考えられるテーマを掲げてございます。 

 その上で、真ん中の水色の部分と上のピンクの部分、２層に分かれております。真ん中

の水色の部分は主なリスク・課題ということでございまして、既に顕在化している課題も
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ございますけれども、それぞれ７つほど掲げておりますリスク・課題に対して、それに対

応する国土づくりを進めることで、防災・減災の主流化、アフターコロナの時代のしなや

かなで堅固な国土を構築していくということを考えてございます。その実現方法としまし

ては、やはりこれまで御議論もいただきましたけれども、各地で核となる地域への集約を

図りながら、それぞれの核をネットワークで結びつけるような国土づくりの考え方が、妥

当なのではないかと掲げさせていただいております。 

 こういった各種リスク・課題に対してしっかり国土構造としても対応しながら、上の部

分でございますけれども、目指すべき国土の姿ということで、こちらは、真ん中の部分が

ディフェンスであるとしたら、ピンクの部分はオフェンス、攻めの部分だと思っておりま

して、豊かな暮らしであるとか、多様な価値観、新価値の創造、自由な働き方等々を掲げ

させていただいておりまして、この水色の部分とピンクの部分、両輪となって対応してい

くという方向でどうかという整理をさせていただいております。 

 もう少し詳しく御説明しますと、資料１－３でございます。１ページ目が、先ほどので

申し上げますと一番下の部分でございまして、人口減少・高齢化、災害の激甚化・多頻度

化、感染症等に対する危機意識の高まり、技術革新の進展、インフラ等の老朽化、国際環

境の変化等々は、前提条件としてある程度捉えていくものと理解しております。 

 その次の２ページ目でございますけれども、主なリスク・課題を左側に、右側にその対

応方針を掲げさせていただいております。最近毎年のように水害が発生しておりますけれ

ども、１番、災害リスクでございます。右側でございますけれども、防災・減災の主流化

の考え方の下、国土構造や国土の利用の在り方等といった根本の段階から、対応を考えて

いく必要があるのではないかと。ダム等の治水対策もいろいろ実施しておりますけれども、

国土全体として考えていく必要があるんじゃないかということを書いてございます。 

 ２つ目、感染症リスクでございます。今回の新型コロナ感染症の動向、またさらなる強

力な感染症リスク等もございますし、今回のコロナを経験した我々としましては、今まで

と同じような行動でなくて行動変容というのも出てくるだろうと。そういったものを踏ま

えまして、右側でございますけれども、過度に密とならないような暮らし方、国土への移

行ということを掲げさせていただいております。 

 ３番目、東京一極集中リスクでございます。東京で今の１番のような災害、また２番の

ような感染症のリスクが顕在化した場合に、国家としての危機管理の観点からも課題であ

りますし、さらには人口減少下において、地域のさらなる活力低下にもつながりかねない
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ということもございます。右側でございますけれども、コロナ禍の対応での経験等も生か

しながら、東京一極集中の是正を進めていくことが必要であるし、一方で、東京の活力、

魅力を維持、向上していくということも重要な課題だというふうに掲げさせていただいて

おります。 

 次のページでございます。４番、食糧確保リスクでございます。２０５０年に向けて、

世界人口は１００億近くになるということでございますけれども、そういった人口増加、

一方で災害感染症等の流行等の課題もございます観点から、食料確保等をしっかり進めて

いくということを掲げておりまして、右側でございますけれども、食料自給率の向上、複

線的な食糧供給の仕組み等を検討していくことが必要だというふうに書いてございます。 

 ５番でございますけども、地球環境リスクの関係です。災害リスクの上昇や食料生産等

にも、環境問題が影響を与えているということでございます。かつ、この環境問題の難し

いところは、適切に対応できなければ加速度的に悪化していくというリスクもはらんでい

るということでございます。右側でございますけれども、持続可能な社会に向けて、脱炭

素化等の取組を進めていくことが重要だというふうに掲げさせていただいております。 

 ６番、インフラ等の老朽化でございます。これはよく言われておりますインフラ資産の

大量な老朽化という課題がございます。右側でございますけれども、引き続き維持すべき

もの、更新すべきもの、集約・再編すべきものに区分し、予防保全の観点も含めながら、

適切に対応していく必要があるというふうに書いてございます。 

 ７番目、日本の活力低下・世界での埋没リスクということを掲げさせていただいており

ます。この部分、リスクと捉えるか、攻めの部分と捉えるかというのはなかなか難しい、

実は両方に書かせていただいておりますけれども、１つは人口減少・高齢化という活力低

下のリスク、さらにはデジタル化の進展とか新たな対応というのは成長のチャンスにもな

り得ますけれども、うまく対応しなければ埋没しかねないということで、リスクというふ

うにあえて掲げさせていただいております。右側は対応方針でございまして、コロナ禍に

よって判明したデジタル化等の弱点、テレビ会議すら最初のうちは十分できなかったとい

う課題もございます、そういったものを克服した上で、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０の実現に向け

た通信基盤の整備であるとか、活力や競争力の維持・向上を図っていくことが重要だとい

うことを、方向性として書かせていただいております。 

 左側のリスク・課題を７つ並べていることにつきましては、事前にいろいろ委員から御

意見もいただいておりまして、７つが同列に並ぶのかどうか、もう少し構成立てが必要な
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のではないか、取捨選択等必要なのではないかという御意見をいただいておりますけれど

も、本日も加えての御議論をいただければと存じます。 

 次のページに参ります。そういった国土基盤でリスク・課題に対応しながら、目指すべ

き、むしろ夢のある国土の姿ということで、５つほど掲げさせていただいております。 

 時間・空間・生活ともにゆとりのある豊かな暮らしが可能な国土、様々な働き方や暮ら

し方を選択できる自由度が高い国土、多様な価値観が認められ、その価値観がお互い、さ

らに創造を増幅していくというような魅力ある国土、デジタル化のメリットというのを最

大限享受した利便性の高い国土、国際社会の中でも特色ある魅力ある国土という点を掲げ

させていただいております。 

 以上のような２０５０年の国土の姿と課題解決に向けた主要な方向性とか論点について、

中間取りまとめでは取りまとめいただきまして、最終報告に向けて具体的な方策等につい

て検討を進めていきたいと考えてございます。 

 私からの御説明は以上でございます。 

【増田委員長】  事務局のほうでの説明、ありがとうございました。 

 今、事務局から説明していただいたんですが、これまでの議論を踏まえて１から３まで

取りまとめて、整理をしていただいたものでございます。その中で説明がございましたけ

れども、リスクについて７つ並列で並べたりしておりますが、この辺りも相互の因果関係

ですとか、そういったことも考えていく必要があるかと思いますが、取りあえず、今まで

のおさらいの部分もございますけれども、資料１－１から１－３につきまして、委員の皆

様方から御意見を頂戴してまいりたいと思います。 

 御発言される方は事務局のほうに合図していただけましたら、こちらから指名をさせて

いただきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは家田委員から合図がございましたので、家田委員からどうぞ、御発言をお願い

いたします。 

【家田委員】  どうもありがとうございます。家田です。 

 今回の中間取りまとめの骨子案の構成はリスクアイテムが幾つか並んでおり、それにつ

いての対策は守り、それとは別に攻めというのがあって、なかなか魅力的な構成だと思い

ます。 

 ただその中で、リスクについて、少し誤解を受けるのではないかと思います。その意味

は何かというと、リスクというのは、言わば不確定現象の度合いが強いものをリスクと称
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するわけです。一般には、まだ起きていないことをリスクと言うわけです。しかし、この

中で、リスクではないと思えるものが、主として２つあります。 

 その一つは東京一極集中リスクですが、これは既に起きていることです。対策をするの

はもちろん重要ですが、一極集中のリスクは、まだ起きていないときに言うべきことです。 

 同じように２つ目は、インフラ等の老朽化のリスク。既に老朽化しており、メンテナン

スや更新などの対策もしています。そのため、事務局でのリスクという使い方は、単なる

課題というものをリスクと呼んでいるような感じがいたします。 

 同じように、事務局の説明にもあったが、日本の埋没みたいなものも既に起きています

ので、リスクとは言えない。しかし、これ、守りではないですよね。どう考えたって攻め

の手で打っていくしかないと思います。 

 同じように東京一極集中についても、これ以上ひどくならないようにしましょうという

受け身の姿勢ではなくて、このパンデミックを機に、もっと地方重視型のものにするしか

ないという攻め、それによって日本の国土がすばらしいものになっていく、魅力的なもの

になっていくという位置づけにしないと、どうかなって感じがします。フレームワークと

いうのは非常に重要な問題ですので、一言申し上げさせていただきました。 

 以上でございます。 

【増田委員長】  家田先生、どうもありがとうございました。 

 今の御指摘で、リスクという言葉の使い方ですね。それと、やはり７つが並列じゃなく

て、もう少しそこを厳密に。だから、一番最初の事務局の意図とする守りと攻めでいうと、

守ることによって対応、課題が解決できるものと、攻めでないといけないもの、それで既

に起こっているものと、これから未然に防げるものと、いろいろ時間軸も含めて整理が必

要だということだと思うので。今の御指摘は、また宿題として受け止めておきたいと思い

ます。後でまた整理できれば、また御意見を頂戴したいと思います。 

 それでは、次に瀬田委員から合図がございましたので、瀬田委員、どうぞお願いいたし

ます。 

【瀬田委員】  まず、今、家田先生におっしゃっていただいたことは、私も事務局から

の御説明のときにも申し上げましたけれども、やはり整理が必要だと思いました。 

 それから、御説明いただいたリスクの反対側にある対応方針についてなんですけれども、

この項目の中には、本当にダイレクトに国土政策としてやるべきものと、少し抽象的にし

か書かれていないものがあったというふうに認識しています。例えば食料自給率の向上と
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いうのも、国土政策にも非常に関連していると思うんですが、記述としては、じゃあ、国

土政策としてどうするのか、あるいはほかにもいろんな政策があるので、その中で、国土

の長期展望の中ではどういったことを重点に対策して、自給率を向上させていくのかとい

ったことを、もう少し具体的に書いたほうがいいのかなと思いました。 

 それから、その下に脱炭素化ということも書いてありますが、ここも何かリスクがある

から対応しますという、生返事みたいな感じになっちゃっているので、もう少し国土政策

として、こうやるべきなんじゃないかという対応方針が書かれたほうがいいと、印象とし

ては思いました。 

 質問ということでは、今回は長期展望の中間取りまとめの骨子ということなので、現時

点で、対応方針としてどれぐらいのことまでお書きになるのかというところをちょっと教

えていただけると、より具体的に、今の時点で書くべきなのか、もう少しそこは検討して、

もう少し後になってから具体的に検討するのかというのが私にも分かると思いますので、

そこは後ほど事務局から御返答いただければと思います。 

 以上です。 

【増田委員長】  ありがとうございました。 

 対応方針のほうの書き方の問題はまた頂戴しておいて、今の事務局への御質問、今、答

えられますか。じゃあ、事務局から、取りあえず御質問についてお答え申し上げます。 

【藤田課長】  今の瀬田先生の御指摘でございますけれども、私のほうの考えでは、対

応方針というものがどこまでまとめ切れるかという問題はありますけれども、どちらかと

いうと後で御議論いただきます主な論点の辺りで、より具体化を図った国土構造等への対

応の方向性みたいなものを書かせていただいているつもりでございましたので、その中間

取りまとめを取りまとめる段階で、この対応方針というものをどういうふうに位置づける

かも含めて検討させていただきますけれども、後半の議論も含めて、記述が足りない部分

については、記述の充実化を図っていきたいと考えております。 

【瀬田委員】  はい、分かりました。ありがとうございます。 

【増田委員長】  取りあえず事務局のほうで、また整理をしていただきたいと思います。 

 それでは続きまして、風神委員、どうぞお願いいたします。 

【風神委員】  はい、風神です。今、７つ、リスクあるいは課題が挙がっているのです

が、例えばⅠの労働の生産性の上昇と、Ⅴの新技術の発展であったり、Ⅲの地球環境問題

への対応などは同時に取り組まれることなので、必要であるならば文言として相互関係も
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入れるか、文章に反映しなくても実際に実行する際には、やはり相互関係が、両方を同時

に行って、対応していかなければいけないのかなと思います。 

 また、どこまで具体的な対応をするのか、中間報告では書かないにしても、これまでも

対応が必要ですねというところで終わってきたのではないかということが非常に心配で、

いかに実行に移せるようにするのか、仕掛けがつくれるのかということも重要ではないか

なと思いました。 

 以上です。 

【増田委員長】  ありがとうございました。実行に移す仕掛けのところは、まさに非常

に重要なポイントになるので、これまた議論をいろいろしていただく必要があるかなと思

います。ありがとうございました。 

 それでは続きまして、高村委員、どうぞ御発言をお願いいたします。 

【高村委員】  ありがとうございます。実は先立って、委員の先生方から御指摘があっ

た点が多いのですけれども、３点ほどございます。 

 御議論があったところのつながりでいくと、いわゆる先ほどからあります、リスクとし

て７つ掲げられているところになりますけれども、これは家田委員、あるいは瀬田委員も

ありましたように、事前にお話を伺ったときも同じことを共通して申し上げたのだという

のが分かりましたけれども、やはりこのリストと課題をもう少し整理していただく必要が

あるというのは、全く同感であります。例えば家田先生がおっしゃった点は全く同じよう

に感じていまして、③一極集中リスクですとか、⑥インフラ等の老朽化リスクというのは、

ある意味でもう既にあるという御指摘はそのとおりですし、同時にこれは、それ以外の例

えば災害ですとか感染症というのは、ある意味で、外力、我々の社会の外側から生じてい

るリスクに対して、我々の社会の脆弱性を表しているところだと思います。そういう意味

では、これらのリスク・課題の構造化といいましょうか、システマチックに理解ができる

工夫というものが必要なように思います。 

 それから、このリスクに関わっては同時に、瀬田委員からありましたように対応方針と

書かれている、先ほど事務局からもう既に御説明がありましたので、ですから検討いただ

ければいいと思うんですけれども、これは風神委員がおっしゃったように、それぞれのリ

スク・課題への対応が必ずしも１対１対応ではないということは、逆に非常に重要な点で

はないかと思います。つまり、これらのリスク・課題というのを、できるだけ相互、相乗

的にといいましょうか、相乗効果を上げる形でどのように解決をしていくかということが、
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政策の効率的な実施という意味でも非常に重要だと思います。 

 その意味で、先ほどのリスク・課題の構造化ということと併せて、この対応方針という

ところは、果たして１対１対応で書くのか、あるいは方針というよりは、それぞれのリス

ク・課題に対して留意すべき点なり、明確な一つの方向性を１対１対応で書くという形で

もないのかもしれないなと思って聞いております。この点は、先ほど申し上げましたよう

に事務局で、先ほどのコメント等を踏まえて御検討の際に御検討いただければと思います。 

 もう一つ、今の申し上げた点に関わっているところで、すみません、まだリスクのとこ

ろにいるんですけれども、複合リスクというもの、あるいはこれらのリスクと脆弱性によ

る大きな危険というものをどういうふうに防止していくかという、複合リスクの観点って

非常に重要だと思っております。気候変動の影響評価などのところでも、この間、やはり

災害と感染症といったような複合リスクの項についても指摘があるところで、先ほどの対

応施策が複合的相乗効果を上げる形でということと同時に、複合リスクの観点をやはりき

ちんと記載すべきではないかと思っております。 

 これらがリスクに関して申し上げたかった１点目でございます。 

 ２点目は、資料１－２の長期展望の方向性という形で図化していただいたところでござ

います。前にたたき台として出していただいたところから、随分分かりやすくなっている

と思いますけれども、やはり、どこをこの長期展望の方向性として、これがある意味で、

大きく私たちの中間取りまとめとして出ていくんだということを念頭に置くと、２つほど

御検討いただけないかという点があります。 

 一つは言葉遣いの問題でもありますが、一番下にあります「目指す国土の姿」というの

は、非常に重要な項目を掲げていただいているのですが、お話を聞いていますと、私は、

国土の姿というよりは、我々が国土をつくっていくときに、いろいろなオプションもある

のだと思いますが、しかしながら、我々の社会が実現したい価値をここに書いてくださっ

ているように思っていまして、国土の姿という形と、若干違和感を持っております。国土

の姿という呼び名についてです。ここに挙げられているバリューというのは全く共感しま

すが、そういう意味で、このラベリングといいましょうか表示について、ちょっと御検討

いただけるといいなと思っております。 

 もう一つは、したがって、これらの価値が実現できる国土の在り方がどういうものかと

いうことが非常に重要なメッセージだと思いますが、この図でいくと、私の目でいくとオ

レンジ色になっていますが、対流促進、あるいはその下の防災・減災の主流化とか、ここ
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に我々がやはりこうしたリスクと、実現したい価値の中で実現したい国土の在り方のメッ

セージがあるように思っていまして、ここを、これまでいろんな課題がある中で、しかし

新たなコロナのような状況の中で、なおこれをやはり打ち出したいというものを、ぜひ出

す必要があるなと思います。多分キーワードは、ここの中にあるレジリエンスですとか、

エンパワーメントされた地域ですとか、あるいはコンパクト・プラス・ネットワークと、

幾つかキーワードはあると思うのですが、ここが非常に重要なところかなと思っておりま

す。 

 最後は、風神委員が御指摘になったところと重複するのですが、これは次の資料１－４

の議論にもつながると思うのですが、そういう国土像を考えたときに何が課題なのかとい

う抽出まで、この中間取りまとめで、少なくともこういうことが課題ではないかという打

ち出しが出せないかなというふうには思っております。 

 以上です。 

【増田委員長】  ありがとうございました。最後の関係については、恐らく課題の抽出

が大変大事なので、次のパートの１－４のところで主な論点として記載しているところと

も関連してくることかなと思っております。 

 それでは、次に寺島委員から御意見を頂戴したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

【寺島委員】  はい。事務局説明の内容、つまり概念の整理、キーワードの抽出は腑に

落ちるもので、これまでの議論を抽出してうまく組み立てているというふうに思います。

今回の２０５０年に向けての国土の長期展望の眼目とは何かということですが、それはキ

ーワードを立体的にもう一回捉え直して、国土形成計画の前提であり、背景にある要素や

認識を、例えば国際環境について、あるいは日本の産業構造や社会構造について大きくく

くって、戦後日本の全総計画や２０１５年の第２次国土形成計画とどこが違うのかを際立

たせた、外部環境、産業構造、そして社会構造認識の前提になるポイント切り出しが大変

重要になってくるだろうと思います。 

 そこで外部環境ですが、戦後の冷戦期、そして冷戦後の世界構造、特に冷戦後の米国一

極集中と思っていた世界構造が大きく多次元化してきて、この２０５０年を展望したとき

に、やはりアジアダイナミズムというのが大変重要なキーワードになってくると思います。

日本の埋没はアジアに突き上げられての埋没なわけです。 

 それから今回のコロナで突きつけられている、ジャーナリスティックに言えば「脱グロ
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ーバル化」ですが、それを偏狭なナショナリズムに反転させてはいけないと思います。グ

ローバル化とナショナリズムの誘惑との間で、どういうオプティマムな、我々自身の時代

認識、外部環境認識を取るかが重要だと思います。 

 ここで世界の中の日本という言葉で整理されている項目ですが、私はそのことと、日本

の置かれた産業構造が大きく激変しているということは、リンクしていると思います。こ

れまでも申し上げてきたように、基幹産業がものすごい急でメルトダウンしています。一

つ一つ数字を言うならば、鉄は国家なりと思っていた基幹産業である製鉄、その柱の日本

製鉄の株価時価総額は、７月末に８,０００億円に落ちた。一方、アップル１社の時価総額

は２兆ドルということで、日本製鉄はその２００分の１でしかない。日本のトップである

トヨタでさえ２０兆円ということですが、ＧＡＦＡの一角のアップル１社の１０分の１し

かありません。 

 株価の時価総額はシンボリックな指標ですが、それは日本企業が株価時価総額を越した

リスクは取れないということですので、大きなマグニチュードのプロジェクトを打てない

ということでもあります。そういうことから考えて、今後の日本の産業構造を考えたとき

に、基幹産業、鉄鋼、エレクトロニクス、自動車産業で外貨を稼いで日本を豊かにすると

いう産業構造論で、国際分業を組立てきた今までのロジックというのは、おそらく２０５

０年国土形成計画の前提としては機能しないと思います。 

 そうなったとき、例えば食と農ですね。一つ数字で申し上げると、昨年日本は７兆２,０

００億円、食料品を海外から輸入しています。エネルギーを１７兆６,０００億円、輸入し

ています。合わせて２４兆円、食べ物とエネルギーに費やしているわけですが、これを自

動車産業の輸出力１５.６兆円と、エレクトロニクスの輸出力１３.２兆円で補って国際分

業論を成り立たせていますが、今後のことを考えたら、この基本枠がどうなるのか。 

 このことに関して申し上げたいのは、農水省の食料自給率向上計画で２０３０年に向け

て、今の３７％を４５％にするとされています。しかし、国土の利用の仕方と絡み合わせ

て、食と農の４５％に持っていく方法が描かれているとは思えない。エネルギー戦略しか

りです。私もエネルギーにも関わっていますが、やはり海外から化石燃料を輸入するとい

う形で生きてきた状況が、多分急速に変わっていかざるを得ないと思います。 

 そういった問題意識を全部うまく込めながら、どうやって国土形成計画の基本認識をつ

くるのか。もう一つ、人口減少と少子高齢化についてもそうですが、とにかく大都市圏に

産業と人口を集積させて、戦後なる日本をつくった。その戦後なる日本というキーワード
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を前提にできなくなってきたというところを、今回の国土形成計画の柱、問題意識として

くっきりと入れ込まないといけない。 

 特に、そういうことを実現していくための国土交通省としてのビジョンとして、どうい

う具体的なプロジェクトを実装するのが、こういう計画に近づけることになるのかという

プロジェクトエンジニアリングが、議論の落ち着きどころとしてすごく重要だと思ってい

ます。基幹プロジェクトを何にするのかはまた後で発言したいと思います。 

【増田委員長】  ありがとうございました。後半のところで、プロジェクトエンジニア

リング等々、基幹プロジェクトについて、また御発言賜ればと思います。 

 それでは、続きまして広井委員から、どうぞ御発言をお願いいたします。 

【広井委員】  今まで発言された委員の先生方の内容と重なる部分もあるんですが、全

体的には、今までの議論も踏まえて非常に包括的にといいますか、論点をまとめていただ

いた内容になっていると思います。 

 私のコメントとしましては、一つは主なリスク・課題とそれに対する対応方針、これは

それなりにといいますか、論点はある程度カバーされていると思うんですが、この主なリ

スク・課題、それから対応方針の部分と、その目指す国土の姿、ここをつなぐ論理といい

ますか、このリスク・課題、対応方針から、なぜこの目指す国土の姿の５つが出てくるの

かというところが少し距離があるといいますか、そのままストレートに展開していってい

ないような印象がありまして、そこを多少整理する必要があるかなと思いました。 

 それで、この目指す国土の姿というのは、国土の在り方というよりは、先ほど高村委員

は価値と言われまして、まさにそのとおりだと思いますし、これは社会の在り方といった

ものではないかと思います。、その目指すべき国土の姿というからには、空間的な要素とい

いますか、国土の空間的な在り方をもう少し前面に出した言い方にするほうが、目指すべ

き国土の姿ということと、またこの委員会の趣旨とも重なるんじゃないかと思います。 

 私の印象では、特にこの目指すべき国土の姿の最初の３つ、ゆとりある豊かな暮らし、

自由な働き方、多様なというものなどは、やはり分散型ということとかなり重なっている

と思うんですね。東京一極集中との兼ね合いもありますし、何よりコロナとの関係で、今

いろんな文脈で分散型ということが、空間構造と、もう少し社会の在り方も含めて言われ

ていると思いますので、それはこれからまさにこの委員会の中で議論していく話題かとも

思いますけれども、そういった軸になる価値や国土の在り方のコンセプトを、もう少しこ

こで明記できないかなということを思いました。 
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 それは別の角度から言いますと、先ほど寺島委員がおっしゃられましたグローバリゼー

ションとローカライゼーションといいますか、グローバル化が従来の延長では進まない中

で、いわゆる偏狭なナショナルチックなものになるのではなくて、ローカルな循環をしっ

かり出発点に立てながら、ナショナル、グローバルへと開かれていくような、そういう国

土の在り方といいますか、そういった論点ともつながってくるかと思いますけれども、そ

ういった辺りをもう少し展開して内容に盛り込んでいくといいのではないかと思いました。 

 以上です。ありがとうございます。 

【増田委員長】  どうもありがとうございました。今の一番最後の点については、グロ

ーバルとの関係ですごく重要な点かなと思っています。いずれ、これからまた議論を深め

ていかなければいけない点だと思います。 

 それでは、合図をいただいています加藤委員に次にお願いしたいんですが、それから末

松委員、そして村上委員ということで御発言を頂戴できればと思います。 

 それでは加藤委員、どうぞお願いいたします。 

【加藤委員】  よろしくお願いします。 

 資料１－１で、一番上に人口減少・少子高齢化ということで、２０５０年に予想される

国土の姿として、少子高齢化による人口減少によって顕在化してくるのは、消費力のダウ

ンと、生産力、労働の担い手が減るわけですから、生産力がダウンする。この２つが非常

に大きいところになり、結果として世界の中での活力低下、埋没とつながっていくと思い

ます。 

 このリスクとして挙げていただいている７つの中には、どういうふうに労働力や消費力

をキープしていくのか、あるいはもうキープしないのかというところが、抜けている。課

題のところでは一番大きく書いていただいているが、その後のところではないのかと、そ

こが論点としてどうなのかと思っております。 

 資料１－１の一番上の人口減少・少子高齢化、人口の偏在化というところにおいて、例

えば「ＣＯＶＩＤ－１９による新たな変化の可能性」とありまして、滞留外国人は今後増

加するかどうか見通しが不透明とか、Ⅱ 世界の中の日本のところにあります訪日外国人

は、今後増加するかどうか見通しが不透明とありますが、もし消費力と労働の担い手とい

う意味でキープしようと、今の日本の国力をキープしようともし思うならば、移民施策は

取っていないので、一時的に、関係人口的に遊びに来ていただける外国人旅行者みたいな

ところは、多分意志を持って、増やしていくことなどが必要だと思います。国際交流が再
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開したときは国際競争になりますので、いろいろな国で観光客の取り合いになります。や

はり国として何となく受け身で見通しは不透明だと言っているだけでは、リスクに対応す

るポジティブな前向きな行動につながりにくいのではないか。国際交流が再開したときに

どういう国土の姿で、世界の国際間競争に勝って、より多くの人に来てもらって、より多

く地方も含めて消費してもらうのかというような議論につなげるとか、在留外国人は直近

でいうと増えていましたが、労働の担い手としては非常に、日本にとって今後も増やさな

くてはというようなことがある中で、これも今後、少子化に突入する中国とかも含めて、

アジアの中で労働力の奪い合いになりますので、その中でどうやって日本を選んでもらえ

るかというような、攻めの観点が必要なのではないかなと思っております。 

 一旦、以上です。 

【増田委員長】  どうも加藤委員、ありがとうございました。 

 それでは末松委員、こちらから指名してしまいましたが、よろしゅうございますか。 

【末松委員】  ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 皆様のお話を聞いていて、やはりリスクのところが、全部横並びでいいのかというのが、

私も感じました。いろいろなリスク、それぞれ出していただいておりますけれども、もう

少し整理をする必要性があるということは同感でございます。 

 その上で、４ページに記載のある黄色の四角で囲った部分については、対流促進あるい

はコンパクト・プラス・ネットワーク、防災・減災の関係というところを基本に据えた中

でこれからの国土づくりというものをしていかなければならないと思っておりますので、

この辺の部分がぶれることなくしっかりと、中心的に考えながら、いろいろなリスクに対

しての対応策というものを図っていかなければならないとも思っております。 

 それから、資料１－１の中で見せていただくと、目的と施策とが一緒のような枠組みの

中で書かれているところもありますので、細かい施策としてはどういうことをやっていく

のか、もう少し整理する必要性があると思っていますし、今回のＣＯＶＩＤ－１９のよう

な人類の未知の敵というものが、これからまた幾つか出てくるかと思いますので、もう少

しマトリックス的に見ていく部分も、この中で整理していく必要性もあると思いました。 

 でも、おおむね、非常によくこの資料はまとめていただいておりますので、今までの議

論から、大変議論しやすい表に示していただいたと思っておりまして、その点も含めて、

事務局の皆さん方に御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

【増田委員長】  ありがとうございました。 
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 それでは、最後に村上委員から、御発言ございましたら頂戴したいと思います。 

【村上委員】  ありがとうございます。幾つかコメントがあったのですが、ほかの委員

の方に同じようなコメントをいただきましたので、簡単に申し上げます。 

 一番気になっていたのは、とても包括的にリスク・課題をまとめていただいたのですが、

あまりにも包括的過ぎて、その先の論点、これからのアクションプランのところで国交省

がやるべき点、国交省が主な論点として包括すべき点、このフォーカスがちょっとぼやけ

たように見えました。各省庁がそれぞれの役割を果たしているわけですけれども、国土ド

リブンで論点をこれから進めていくということが難しいものが、幾つか入っていたと思っ

ております。 

 これは国交省がドライブしている長期展望でございますので、リスクとか課題に対して

国交省だけでなく、社会全体とか、そういった観点で見るのは正しいことだと思うのです

が、我々国交省の委員会として、ここでアクションを出すということになってくると、も

う少し国交省ができるところにフォーカスを置いたようなディスカッションにしたほうが、

実のある、そして現実性の高い、そして実現するときに国交省がいろいろなアクションを

取れるといったところにつながっていくような案に仕上がるのではないかと思いました。 

 以上です。 

【増田委員長】  ありがとうございました。 

 最後に私からも。粒々のいろいろな項目は、大体事務局のほうで整理されて出切ってい

ると思うんですが、それを、全体をどういうふうにフレームワークとしてつくり上げてい

くかというところに大分まだ改良点が必要かなと思っておりますのと、それから、やはり

目指すべき国土の姿ということなので、先ほども広井委員からも御指摘ございましたが、

空間的な在り方をもっと意識した整理の仕方を行うことが必要かなと、こんなふうに思っ

たところでございます。 

 前半のほうの議論は各委員の皆様方から頂戴しましたので、この前半と後半は非常に密

に関連しておりまして、これから資料１－４を説明してもらいますが、前半のほうで気が

つかれたことがもしあれば、併せて御発言いただいて結構でございます。それでは、後半

のほうについて、事務局から資料１－４と、あとコロナの関係の資料も少し用意している

ようでございますので、それらも含めて、まず事務局から説明をお願いいたします。 

【藤田課長】  引き続き御説明をさせていただきます。 

 今、委員長から御指摘ありましたように、資料１－４の説明に入る前に、若干コロナの
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動向等について御説明させていただきます。参考資料２を御覧いただきますでしょうか。 

 ８ページ目でございます。テレワークの利用状況のデータを出しております。右側です

けれども、テレワーク利用率は、４月から５月に対しまして６月は若干減少傾向にありま

すけれども、引き続き東京圏であれば３割程度、利用率があるという状況になってござい

ます。 

 続きまして、２６ページを御覧いただきますでしょうか。最近出ました経済指標でござ

います。御承知のように、左側の今年の４－６月の経済成長ですけれども、前年比でマイ

ナス２７.８％という状況でございまして、右側の非正規の就労者の数が、４月、５月、６

月と大幅に減っているという状況でございます。 

 続きまして、３１ページを御覧いただきますでしょうか。新幹線の利用状況は、大幅に

減っていた４月、５月に比べますと若干上昇傾向ですけれども、前年に比べますとマイナ

ス７割というような状況でございます。 

 その次、３２ページでございますけれども、高速道路の利用状況につきましては、大分

回復傾向にあると認識してございます。 

 続きまして、４８ページを御覧いただきますでしょうか。東京圏の転入超過数でござい

ますが、東京都は既に５月の段階で一遍、減少してマイナスに転じておりますけれども、

東京圏全体と捉えますと、７月で初めて減少に転じているという状況でございます。 

 次のページ、４９ページでございます。東京都は、先ほどもちょっと申し上げましたけ

れども５月で一度減少しておりますが、７月もさらに減少という状況になっています。 

 ５０ページ、５１ページは、その年齢別の状況を示しておりますが、説明は飛ばさせて

いただきます。 

 ５２ページ、５３ページは、東京都と都道府県の間での転入出の状況を書いております。

５３ページを特に御覧いただきますでしょうか。６月、７月の状況でございますけれども、

東京からは、埼玉、千葉、神奈川に、かなり多くの転出が生じているという状況でござい

ます。東京郊外での住宅事情でかなり需要が多いというような話も別途聞いておりまして、

そういう傾向があるのかなと考えてございます。 

 以上、参考資料２の説明は終わらせていただきまして、参考資料３を御覧ください。補

足資料ということでございまして、先ほど他省庁というようなお話もありましたけれども、

委員から他省庁の長期計画みたいなものを踏まえた上での議論が必要ではないかというこ

とで、資料の１ページ目としましては農水省の食料・農業・農村基本計画の概要を、また
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２ページからは経済産業省の産業技術ビジョンを、参考までに配付させていただいており

ますので、御覧いただければと存じます。 

 以上、前段の御説明をいたしましたけれども、続きまして、資料１－４の説明に移らせ

ていただきます。 

 資料１－４は、すみません、先ほど私、守りと申し上げましたので、若干後ろ向きなと

いう御指摘もいただいておりましたけれども、左の部分、むしろこういうリスクを十分認

識して、こういうものにしっかり対応していくというような趣旨で書かせていただいてお

りますので、その点、御理解いただければと存じます。 

 左側は、主なリスク・課題に対して、主な論点を掲げさせていただいております。 

 まず１番目、災害リスクの関係でございますけれども、災害リスク軽減のための取組の

検討ということで、流域治水への転換であるとか、災害ハザードエリアにできるだけ住ま

ない、住まわせないための土地利用規制誘導、無居住化集落等の適正管理、災害に強い交

通ネットワークの構築等々掲げておりますし、大都市圏等のバックアップ機能の維持・強

化も掲げさせていただいております。 

 ２番目、感染症リスクでございます。過度な集中を避けたレジリエントな国土構造の在

り方、情報基盤や人材、今回、テレビ会議等でも使う人が使えないという問題もありまし

たので、掲げさせていただいております。ポツの２つ目、医療体制の確保や複線的な物流

ルートの構築等、さらにはオープンスペースや宿泊施設等の確保等を掲げております。 

 ３番目、東京一極集中の関係の主な論点でございますけれども、ポツの１つ目、東京に

ある機能の分散等書いておりますけれども、一方でやはり地方の魅力向上というのが非常

に重要だと思っておりまして、地方中枢・中核都市等の機能強化、都市と周辺地域との連

携強化ということで、居住・都市機能の集約や、公共交通等のネットワークの構築、地方

での就労や就学機会の確保等を掲げさせていただいております。さらには新型コロナウイ

ルスに関係した意識・行動の変化ということで、東京に所在することのリスクの認識共有

であるとか、密度を避ける等の観点から、地方への機能分散、テレワークやオンライン会

議の推進等を掲げてございます。さらには、東京を中心とした産業と、地域密着型の産業

それぞれの特性に応じた、企業の構造変革等を掲げさせていただいております。 

 ４番目、食料確保リスクでございます。食料、水、エネルギー等の資源の安定的な確保、

持久力の構造上、また生産性を高めるためのＤＸ等の活用、さらには耕作放棄地への対応

等を掲げさせていただいております。 
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 ５番目、地球環境リスクでございます。脱炭素化の実現、温室効果ガスの排出削減、気

候変動・環境変化に対応した産業構造の転換・適応や、グリーンインフラ等について掲げ

させていただいております。 

 ６番目、インフラ等の老朽化リスクでございますけれども、計画的な社会資本の維持管

理・更新、技術革新も取り入れた予防保全等を掲げさせていただいております。 

 ７番目、日本の活力低下・世界での埋没リスクの関係でございますけれども、ビッグデ

ータ等の活用上でいろいろ課題があると聞いてございますので、各主体が保有するデータ

を共有できる仕組みづくり、さらにはリーディング産業の育成や最先端の技術力の強化、

地方の特色を生かしたイノベーションの創出等を掲げさせていただいております。 

 右側でございます。目指す国土の姿ということで、むしろこういう国土にしていきたい

というような話でございます。 

 １つ目、豊かな暮らしという観点で、テレワークやシェアオフィス等の活用による、生

産性の向上や暮らしやすさの向上、そういった取組を進めることで、子供を産み育てやす

い社会も実現していくというようにも考えてございます。さらには安全な食やゆとりある

住など、生活の基本的な要素を充実していくということも掲げさせていただいております。 

 ２つ目、働き方や暮らし方を選択できる自由度の高い国土ということで、２つ目のポツ

でございますけれども、住まい、職業共に様々な選択が可能な人生１００年時代の実現で

あるとか、制度的な問題が生じているのであれば対応が必要だということで、新たな社会

システムの構築、柔軟な運用ということを掲げさせていただいておりまして、個人の多様

な生き方に対応した行政制度の実現等を掲げてございます。 

 ３つ目、多様な価値観が認められ、そういうものが新たな価値を創造していくという点

でございますけれども、多様な人が活躍・交流し、イノベーションが促進されるような社

会、外国人と共生できるような社会、受入れ体制の在り方、地域での受入れ体制の在り方

ということで、ＮＰＯとの連携や関係人口の拡大等を掲げさせていただいております。 

 ４つ目、デジタル化等の技術革新のメリットの享受の関係でございますけれども、スマ

ートシティーであるとか自動運転、遠隔医療、そのベースとなる国土情報・国土利用に係

る各種情報の整備・発信、さらには行政手続の簡素化等を掲げさせていただいております。 

 最後、５つ目でございますけれども、国際社会の中でも特色ある魅力ある国土というこ

とで、スーパー・メガリージョンの形成、個性ある多様な集落・地域・文化・自然・環境

の保全と、そのような地域の間との対流の活性化、訪問者・移住者に寛容でホスピタリテ
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ィーのある地域社会等を掲げさせていただきます。 

 私からの説明は以上でございます。 

【増田委員長】  はい、ありがとうございました。 

 後半の議論は、この資料１－４をベースに御意見いただきたいということですが、一応、

前半のところでも御意見いただいている中で、例えば高村委員からも、ここで抱えている

リスクと対応方針は必ずしも１対１対応ではないのではないかという御指摘もいただいて

おりますし、全体のフレームワークをもう一回整理する必要があるということは受け止め

ておいて、この表自身はリスクと対応方針とその中で議論していくべき主な論点という構

成になっていますが、やや１対１対応を前提にしている面もあるかと思いますが、横に引

いている線のところは少し柔軟に考えていただいて、主な論点として、これから必ず通過

しておかなければいけないものの中で、漏れはないのかどうか。それから、やはり目指す

国土の姿も、国土の長期ビジョンということなので空間的な概念も必要だろうと思うんで

すが、そういうことを前提にした上で、国土の将来像を議論するときの論点として、漏れ

はないかどうか。そういうことも含めて、繰り返しでも結構でございますし、様々、御指

摘をしていただきたいと思っているところでございます。 

 それでは、御発言される委員の皆様方、合図していただきますとこちらから指名します

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 どなたからでも結構でございます、御発言をお願いしたいんですが。 

 それでは家田委員から、まず御意見を頂戴したいと思います。どうぞ、家田委員、よろ

しくお願いします。 

【家田委員】  どうもありがとうございます。 

 ここに書いてあることはいろいろポイントがありますが、これは付け加えたほうがいい

のではないかなという感じがします。 

 増田委員長も御同感いただけると思いますが、今、中間取りまとめとして出すわけです

よね。今年は非常にシンボリックな年で、もちろんパンデミックもあったし、オリンピッ

クは延期したこともありますが、東北の復興の１０年の年です。非常に、節目のような年

です。 

 一つのポイントは、東北を踏まえて今、非常に大きなリスクと考えられていることは、

災害リスクという一般論としては書いてありますが、東北の演繹で出てくるものは南海ト

ラフの地震・津波リスクです。これは今後３０年間に７０％という、ほとんど絶対来ます
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とされており、これについてはやっぱり事前復興的なアクションが必要ですし、それがな

かなか難しいにしても、もし起きたときに戸惑うことなく復興プランがつくれるような事

前の準備というものは少なくとも必要である。それがまだまだ足りないと伺っております。

そういう項目を入れたいというのが１個です。 

 もう一つは、もう少しストレートな話になりますが、東北の宮城県と岩手県の津波被災

エリアの復興については、インフラも住宅も、それからなりわいも、かなり進んだという

感じがしますので、あくまで限定的な話になりますが、福島県となると、津波復興はもち

ろんそれなりに、防潮堤を造ったりして進んでいますが、これから何十年も続けていかな

ければなりません。しかも、あそこに何千ヘクタールの、双葉町と大熊町の中間貯蔵施設

があと３０年間は中間貯蔵する。しかし、中間貯蔵といったって、あのエリア全部を使う

わけではない。その周りの１２市町村が福島復興ということで一生懸命頑張っていますが、

その中で、町によってはもう人口が８割戻ってきたところもあるし、まだ１０％ぐらいし

か戻ってきていないというところもあって、千差万別なんです。しかし、基本的なポイン

トは、将来展望なり、あの中間貯蔵施設が今後どういうエリアになっていくのかというこ

とによって、例えば広野にできているふたば未来学園のような若い人を育てているものと

か、あるいは南相馬にある福島ロボットテストフィールドみたいなものも、ビジョンも出

さないと、健全な復興にならないです。 

 その復興プランを出せというのは、ここのミッションではなく、復興庁の仕事というこ

とでいいと思いますが、あれは物すごく大事であると。決して日本の中の福島県の、しか

も海岸縁の一部の仕事じゃなくて、国土というものがこれからどういうものであっていく

かという、日本の将来を占う、あるいは日本の将来に対して国民が希望を持てる、その国

土政策の一環として福島の沿岸地域を位置づけるべきだというぐらいのことは言うべきだ

と思います。そんな項目も、災害の中に一部入るかもしれないが私の希望としては独立し

て１項目、挙げてもいいのではないかと思います。 

 それは決してネガティブな方向ではなくて、そこから希望が生まれてくるのだというよ

うな位置づけだから、左の青いほうではなくて、右の赤いほうで入らないかなと思います。 

 以上でございます。 

【増田委員長】  どうも家田先生、ありがとうございました。東北の復興のことについ

て、家田先生に言っていただいてありがたいのは、特に最後というか後半の福島ですね。

その関係というのはやっぱり我々も常に意識しておく必要があると思うので、ただいまの
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意見を頂戴して、事務局とまた、よく含めて整理させていただいて、できれば項目として

たてるような整理ができればと思っております。どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、寺島委員、加藤委員、風神委員、高村委員と４人、こういう順番

で指名させていただきますので、よろしくお願いします。 

 寺島委員からどうぞ、よろしくお願いします。 

【寺島委員】  先ほどの文脈の続きにもなりますが、戦後の日本の国土計画、例えば全

総にしても列島改造論にしても、その前提にして日本を復興、成長させようという、経済

というキーワードが重くあったと思います。 

 今、我々が転換して目指していかなくてはいけないのは、要するにプロスペリティのた

めの日本をつくること。ところが、これからの国土計画の前提になるのは、多分インダス

トリーズを、セーフティーやハピネスのためにインダストリーをつくっていく、今の生活

産業や、防災、それからあらゆる意味で今回の医療、そういう類いを視界に入れた産業構

造をつくる方向に転換していく問題意識を込めた国土形成計画でないといけないというの

が、まず基盤です。 

 そこでプロジェクトエンジニアリングですが、いわゆるつながりを意識して、成功モデ

ルをつくっていくという問題意識があるからなのですが、例えば今、東京近郊では、今回

のコロナを受けて職住近接のスマートシティーやスマートウエルネスシティーなどという、

住宅開発も含めてプロジェクトが動こうとしています。 

 そういったプロジェクトをエンジニアリングしていくという問題意識を、地方行政とと

もに高めていくということが必要ではないかと思います。そこで、もう一つの大きな基幹

プロジェクトだと思っているのが、防災力を強める、南海トラフの話が今、家田さんから

も出ていましたが、防災力を高める拠点を形成していくような国土形成計画、例えば国土

交通省関係であれば、全国の道の駅に、各県に１つないし２つぐらい、防災拠点というも

のを構想して実現していくということを国土形成計画の中に置いたならば、これは単なる

ビジョンや絵空事ではなくて、実行計画として非常に国民にとって意味のある、そういう

ものが自分たちの至近距離にできるのかという、そういうものが見えてくるだろうと思い

ます。 

 リニアのプロジェクトももちろん意味のあることですが、セーフティーとハピネスのた

めのプロジェクトエンジニアリングを具体的に実装するということがイメージできるよう

な計画になっていくことが、今回の計画では望ましいのではないかと思います。 
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 以上です。 

【増田委員長】  どうも寺島委員、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして加藤委員、お願いいたします。 

【加藤委員】  ありがとうございます。夢のある目指す国土の姿ということで、いろい

ろな理想的な部分を挙げていただいていますが、日本の国土の上に暮らす人たちが、それ

ぞれ幸せに生きていけるということを実現したいのかなというふうに感じました。その幸

せにというところをどういうふうに考えていこうと思いまして、有名なマズローの５段階

欲求説ってあるじゃないですか。一番低次の欲求として、生理的欲求というのがあって、

次に安全の欲求、社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求というふうにだんだん上がってい

きますが、そこの要素とリンクする内容が多いなと思っています。 

 例えば、安全な食とかゆとりある住みたいなところは、結構ベースの生理的欲求や安全

の欲求、防災にもリンクしますし、世界中の知恵を共有しながら働き暮らすことができる

とか、何度でもチャレンジできる失敗に寛容な社会は社会的要求や承認欲求、自己実現欲

求などに絡んでくると思って見ておりました。 

 ここの中で、弊社も今、１００人以上の従業員が全員テレワークですが、それが、結果

としてつながりが希薄になるとか、孤独感を感じるみたいなことにもつながってはいます。

それをどうテレワークを実現しながら両立していこうかというのは模索中ですが、そうい

うことを考えていくと、多分それって社会的欲求、集団に加わって仲間を得たいとか、そ

ういう要求が満たされないと、孤独感や社会的疎外感というのを感じてしまって、簡単に

言うと幸せではないと。 

 先ほど寺島委員の御発言にもありましたが、やはりコミュニティーとか、心のつながり

とか、人と人とのつながりとか、そういうもの、社会的欲求を満たすようなものというも

のをもう少し強化したほうがいいとか、人間という生き物の欲求段階に応じて、国土計画

はどうそれに応えていけるのだというような観点で見ると抜け漏れとかが少なくなるのか

なと思い、ちょっと発言させていただきました。 

 以上です。 

【増田委員長】  どうも加藤委員、ありがとうございました。 

 それでは続きまして、風神委員、どうぞお願いいたします。 

【風神委員】  私の印象としては、左側の論点のところは、細かく見ていくとかなり盛

りだくさんになる項目のところも、実際に取り組む際にはあると感じています。それを踏
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まえたとき、本日の皆さんの御意見をお伺いしていると、国交省で具体的に取り込めるこ

とをもっとメインにしてもいいのかなと感じました。 

 いろいろお伺いしていると、本来の意味で「国土」と使っているときと、物事の問題を

包括的に捉えたいがために「国土」と、意味を広げているときがあるように感じています。

素人目に国土交通省の委員会というと、例えばインフラの老朽化についてどう対応するの

かというようなことがやはり直感的にあり、それに関係して、どう人が住むのか、働き方

や分散が必要かどうかなどを考えることが必要であって、さらに、今後働き方を考える際

には、今回の資料にも入っている世界の中の日本であったり、技術の習得などの問題が関

係してくるので、階層的に考えてより直接的に取り込めるものに対して、仕掛けだったり、

具体的な策というのを、中間報告後の話になるのかもしれませんけれども、将来的には掲

示していくということもあり得るのかなと思いました。 

 以上です。 

【増田委員長】  風神委員、どうもありがとうございます。 

 それでは続きまして、高村委員、どうぞお願いいたします。 

【高村委員】  ありがとうございます。最初に先ほどの資料１－３までの議論のところ

で、最後に増田委員長からまとめていただきましたけれど、私も必要なエレメントは出て

いると思っていまして、それをどう国土の展望として分かりやすく構造化、整理していた

だくかということかと思います。そういう意味で、１－４についても、そういう観点から

申し上げます。 

 １つ目、これは１－４というより、もっと全体に係ることかもしれませんけれども、寺

島委員が御指摘になった点はぜひ、この中間取りまとめの骨子案の前提として、書いてい

ただきたいと思っていることであります。何かといいますと、もう繰り返しませんけど、

やはり、これまでの社会システムの、一種、再構築といいましょうか、リセットが求めら

れているような状況で、しかもそれは特にこの感染症の影響の下で、我々のこの委員会で

も議論してきたことですけれども、社会が重視する価値観そのものも大きく変わってきて

いると。先ほど的確に御指摘のあったとおりでありますけれども、そのことはやはりこの

中間取りまとめの骨子の前提として、やはりきちっと示さないと、理解をしていただくの

はなかなか難しいのではないかと感じます。そういう意味で、ぜひ取りまとめの方向の話

でありますけれども、冒頭のところにその位置づけ、考え方については、ぜひ盛り込んで

いただきたいと思っております。 
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 １－４に特化した点では２点ございまして、１つは先ほどどなたかおっしゃった点にも

関わるんですが、リスクや課題の構造化というのをお願いするとして、他方で、ここで出

てくる主な論点に書かれるようなことかと思いますけれども、国交省の所管にあまり拘泥

しないで、それぞれのリスクというものを対処するときに、どういう課題があり、どうい

うことを留意しなければいけないのかということを書いていただくのがよいのではないか

と思います。これは先ほど家田委員がおっしゃった復興の観点もそうだと思いますけれど

も、国土の下であらゆる活動や営みやインフラが形成されるという、これは当たり前のこ

とでして、ここでは国土の在り方を考えていくときのリスクと課題を挙げていただいてい

ると思うので、他省庁の所管のものもあるかもしれませんけれども、むしろ他省庁がそれ

ぞれの長期計画や戦略をつくっていくときに、それを見ながらきちんと内容をインテグレ

ートしてもらうというぐらいの、そういう意味では幅広でできるだけ明解なメッセージが、

ここに出てくることを期待いたします。 

 他方で、国交省として、あるいは、まさに広井先生がおっしゃった空間的なことを念頭

に、国交省さんの所感を念頭にという意味でいくと、この矢印のところが重要なように思

っていまして。つまり、こうしたリスクや課題がある中で、しかしピンクのほう、目指し

たい、我々実現したい価値というか国土の姿がある。そうすると、それをつなぐものが何

なのかというと、こうした課題やリスクに対して、どういう国土形成をすると、こうした

姿や価値が実現できるのかという、この矢印のところが非常に重要なように思います。 

 先ほど課題文の抽出を申し上げたところがそこでして、恐らく寺島委員のプロジェクト

とおっしゃっているところも近いように感じておりますけれども、つまりこの左の青と右

をつなぐ、国土形成の戦略として何を柱にするのかということを、やはり明確にする必要

があるのではないかと思います。今までの議論の中では、例えば地域あるいはエンパワー

メントした地域といった、そうしたワードですとか、あるいはレジリエンスというキーワ

ードがあるように思いますけれども、ここの矢印の部分がやはり非常に重要なところでは

ないかと思っていまして、ここが明確に、具体的になることを期待いたします。 

 以上でございます。 

【増田委員長】  どうもありがとうございました。 

 冒頭のところに、寺島委員に御指摘いただいたような価値観の本当に大変革のような、

そういったところも入れたいと思いますので、また、これも事務局のほうでいろいろ検討

していきたいと思います。 
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 それでは、続きまして村上委員から御意見を頂戴したいと思います。それから広井委員、

瀬田委員という順番で行きたいと思いますので、村上委員、どうぞお願いします。 

【村上委員】  一つ気になることとして、今後、目指す国土の姿を議論する上で、トー

ンとしては、やはり改善、今あるものをよくしていくというトーンが中心で書かれている

わけですけれども、今までの持っているものを改善するというよりは、新しいものを取り

入れるというところも含めて新しく考える、今の既存のシステムを一度否定する形で新し

く立ち上げるというような、思い切った観点を入れたほうがいいような気がします。 

 なぜならば、長期展望なので２０５０年とかなり先の話ではあるのですが、恐らくこう

いう試みをずっと何年も何十年もやっていて、多分内容的にはそれほど変わっていないこ

とを、言葉を換えて書いているというようなことが起こっているような気がしています。

ですから、例えば先ほどほかの委員の御発言の中でリスクの話について、こんなのもう現

状だよというお話がありましたけれども、そういう意味でも、現状を改善するということ

も重要なのですが、リセットというよりも自分たちが今持っているインフラも含めて、シ

ステムを一度否定して、そこから新しいものを立ち上げていくというようなトーン、そう

いった考え方というのももう少しこの論点の中に組み込めるような書き方というのが重要

じゃないかと思いました。 

 あともう一つは、２０５０年なので、２０２０年に起こっていることをどこまで書くか

というところはあるのですが、このコロナ危機がチャンスになるというような考え方をし

たときに、２０５０年に求める姿を倍速あるいは１０倍速ぐらいでかなり早く実現すると

いうようなこともできない話ではないと思うので、その辺りも少し入れ込むような形のま

とめ方ができないかなと思いました。資料１－４の感染症リスクの「目指す国土の姿」と

その「主な論点」の部分に、この足元の危機をいわゆる追い風にするといったことをもう

少し入れていくことで、２０５０年にあるべき姿を、２０２０年のときにとんでもないス

ピードで進めたというようなことが、うまく織り込めるといいなと思いました。 

【増田委員長】  村上委員、どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、広井委員、どうぞお願いいたします。 

【広井委員】  ありがとうございます。私のほうから２点ほど。 

 １つは、加藤委員が先ほどちょっと関連のことをおっしゃられたんですが、前に私自身

も申したんですけれど、コミュニティーという視点をもう少し盛り込めないかということ

です。さらに言いますと、コミュニティーや人々のつながりを醸成する国土というような、
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コミュニティーを醸成する、あるいはつながりを醸成するような国土という視点を、もう

少し盛り込めないかと思います。基本的に従来の国土計画というのは、やはり経済効率性

というのを重視して、それはそれで重要なことなわけですけれども、先ほどの寺島委員ほ

かの方々のお話にもありますように、そういう基本的な価値の軸を、今ＳＤＧｓの時代で

もありますので、もう少し、狭い意味の経済から、持続可能性やウエルビーイング、幸福

といったほうに移していくという、一つの大きな潮流があると思います。そうしたら中で、

コミュニティーという視点、つまり。空間の構造が、コミュニティーを醸成もするし、場

合によっては壊しもするということがあります。例えば歩いて暮らせるまちづくりという

点は、書いていただいた中にありますけれども、これはまさに、コミュニティー空間をつ

くるということから重要な意味を持つと思いますし、場合によっては、道路で地域が分断

されることもあって、例えば郊外ショッピングモール型の都市地域の在り方でいいのかど

うかということを考える場合、やはりコミュニティーという視点が関わってくると思いま

す。また、職場と住居がスプロール化で、過度に通勤時間が長くなるとコミュニティーか

ら遠ざかってしまうとか、そういうコミュニティーと国土や空間の在り方が非常に深く関

わっている、その辺りのコミュニティーという視点を、もう少し絞り込んでいけないかな

というのが１点です。 

 もう一つは、これも前に申したことで繰り返しになってしまうんですが、産業構造とい

うことで情報生命と産業構造というのが書かれておりますけれども、やはりコロナでこの

生命というのが非常に浮かび上がってきています。これは生活という意味もあれば生態系

というようなマクロの意味もあって、私などはかなり情報から生命に徐々にシフトして、

情報と相まって生命というのが浮かび上がってくる、そういう状況があるんじゃないかと。

具体的には、健康医療とか環境、あるいは生活福祉、農業、あるいは文化とか、こういっ

た領域を発展させていくことが経済にとってもプラスになる。またこういった生命関連分

野というのは割とローカルで、小規模な性格のものがあるということで、地域ということ

も非常につながりますので、こういった視点も多少意識していただければどうかというこ

とが２点目です。 

 以上です。ありがとうございました。 

【増田委員長】  広井委員、どうもありがとうございました。 

 それでは、あと瀬田委員と末松委員から御意見を頂戴しますので、瀬田委員、どうぞお

願いいたします。 
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【瀬田委員】  よろしくお願いします。まず、先ほど何人かの先生方から、今回の長期

展望というのは当然、国土交通省でやっているので、国土交通省に関連した施策に集中す

べきだとまでおっしゃったかどうか分かりませんが、関連させるべきだという御発言があ

りました。私自身は国土計画のことを研究していて、その制度の歴史なども考えてみると、

もちろん、国交省の所管施策を中心に関連づけたほうがいいのは確かですが、少し幅広に、

国交省以外の政策も見ていったほうがいいように思っています。もちろん国土計画という

のは、国交省の事業ですとか、上位計画という意味合いももちろん強いですけれども、た

だ全体としてはむしろ昔から、社会基盤整備の計画というよりは、より広い概念であるフ

ィジカルプラン、物的なものの全体を総合的に計画するという、より広い概念、それに当

たっては官民の他の主体も含めて、目指すべき方向性自体を示す計画だと思います。 

 昔ともちろん位置づけは大分変わっているわけですが、やはり現在でもそういったタイ

プの計画というのは非常に必要だと私は考えますので、ここは少し幅広に考えるべきだな

と思います。これがまず第１点です。 

 第２点は、関連してなんですが、この長期展望、それからその後、恐らく国土形成計画

をリバイスすることになるかと思うんですが、申し上げたように官民への大きなメッセー

ジという側面が役割として非常に大きいと思っています。そうなると、先ほど質問させて

いただいたこの対応方針、それぞれのリスクですとか、あるいは目指す姿、これは後でま

とめ直しがあるかもしれませんが、こういった非常に大きな項目に対して、国がどのよう

に目指していくべきかという非常に大きな方針を示すということは、非常に大事だと思い

ます。もちろんそれを実際どうやってやるかとか、あるいは主な論点としてどういったも

のがあるかというのも当然大事ではありますが、こういったタイプの計画はやはり全体と

して、じゃあ、東京一極集中はどうするのかとか、あるいはいろいろなリスクに対して国

はどう対応するのかという全体的な目指すべき姿をしっかり国民に伝えるということが大

切だと思っていますので、そこは現在の書きぶりよりも少し、国の方針が分かるような形

で書いたほうがいいと思います。 

 私の方で幾つか考えたものを申し上げますので、御検討いただければと思います。 

 東京一極集中については、現在の書きぶりですと、一方で東京の活力、魅力の維持、向

上を図っていくというふうに、要は両論併記みたいな形にしか過ぎないような気がするの

で、もう少し踏み込んで、東京は東京、グローバル都市として、ほかの都市には全然でき

ない役割があるんだ、しかも大きいんだ、いろいろあるんだということを書いた上で、他
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の圏域との役割分担によって、前回の形成計画では対流促進という非常にいい概念があり

ますので、対流を促進していくべきだといった記述にすべきなんじゃないかと思います。

スーパー・メガリージョンの話ももちろん論点の中にも出ていますが、各地域の協力、連

携をしっかり促すということが大事で、逆にそういったことを国が打ち出さないと、例え

ば東京と名古屋が結ばれたとき、名古屋はどうなるんだと、少し懸念を持って考えられた

りする方もいらっしゃるようなので、そうではなくて、共に対流の促進によって発見する

んだという姿をしっかり示して、あるいはその前提として国はそういう方針でいるんだと、

ウィン・ウィンの関係を目指すんだということをしっかり示すべきだと思います。 

 ちょっと長くなりますが、あと２点ございます。 

 目指すべき国土の姿、これは赤いほうで書かれていらっしゃるかと思います。非常に重

要なことがそれぞれ書かれていますし、福島の問題も非常に大事だと思います。私からも

１つ、もし可能であれば入れていただきたいのは、対流を促進するために、国以外の特に

地域の連携を促進させるということを、少し大きな項目で入れていただきたいと思ってい

ます。昔の国土計画はそれこそ国が全総で、新産業都市ですとか、大規模プロジェクトと

いう形で国が先頭を切って指定してきたわけですが、現在はそういう時代ではもちろんあ

りません。やはり国と地方が、あるいは官民が対等な立場で考えて、それぞれの資源を持

ち寄って、アイデアを持ち寄って役割を果たしていくということだと思います。そういっ

たことをしっかり進めるんだと。これは、目指すべき国土の姿というよりは国土計画の姿

というか、そういうことになるかと思いますが、そういったことも一つ入れておくと、後

の議論にも非常に生かされるんじゃないかと思っています。 

 最後は、私も中心的な専門分野ではないんですが、少し戻りまして地球環境リスクにつ

いて、先ほどちょっと生返事のようなことを申し上げてしまったので、少し私の私案を申

し上げたいと思います。主な論点の中にはいろいろ非常に重要なことが書いてありますが、

いずれも非常に大きな変革、つまりイノベーションが必要だと思います。これは単に取組

を進めるという書き方ではなくて、もう社会基盤整備におけるイノベーションが必要なん

だと、低炭素じゃなく脱炭素なんだといったことを思い切って示してもいいのかなという

ふうに、ここは少し高めの意見ですけれども、思っています。 

 考えてみると、グリーンインフラあるいはスマートシティー、産業構造の転換、あるい

はローカルな地域資源の活用、それぞれ今の延長線上ではなかなか解けないものだと思う

んです。ここは、ほかの委員の先生方から、全体的にもそういう意見がありましたが、特
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に地球環境リスクに対しては、そういったイノベーションが必要なのではないかと思いま

ました。 

 すみません。長くなりましたが、以上です。 

【増田委員長】  瀬田委員、どうもありがとうございました。 

 それでは最後になりましたけど、末松委員、どうぞお願いいたします。 

【末松委員】  ありがとうございます。今、まさに瀬田先生がおっしゃったことが、私

もずっと感じておりまして、この東京一極集中というところ、地方の立場からすると、い

かに実際に分散させていくのかということを、もう少し踏み込んで書いていただけるとい

いのかなと思いました。 

 赤い部分での、新たな社会システムの構築とか、柔軟な運用ということから逆に考えて

いくと、東京一極集中のところに記載がある地方中枢・中核都市の機能の強化や、２０１

５年から掲げていただいております活力ある大都市圏への整備というものは、非常に進ん

できていると感じております。一方で、我々のような地方というものは、それぞれの中で

努力をし、魅力を出そうとし、また制度的にも地方創生の議論が始まり、ふるさと納税制

度などいろいろなことを掲げていただいて、それなりに時は進んできたものの、実際にそ

れだけの魅力がつくれるだけのお金が本当に潤沢にあるのかというとなかなかない状況の

中で、稼ぐ体力が、それぞれの地方都市によってはもう限界に来ているのではないかと考

えております。 

 そのような中で、自然災害や、先ほどから話題に出ています南海トラフ地震、それぞれ

日本全国の中でリスクのある地域があります。この大都市圏づくりというのは随分進んで

きている中で、日本全体を考えたときもう少しブロック制にしっかりと色分けをしていた

だき、共通するところは共通して政策を打っていかなければならないところはあるかと思

います。全体的なものを見たとき、もう少しブロックに分けてそれぞれの地域を進めてい

くということができた後に、我々のような基礎自治体が、その中で中心との連携をすると

いう形で、地域の魅力が出せるようになっていくのではないか。 

 少子高齢化やそういうものは、もうどんどん進んできておりますし、どれだけ頑張って

もやっぱり公共交通の整備というものは、一足飛びにはなかなかできないような状況の中

で、知恵は絞っているもののなかなか、本当に何度も申し上げて少し愚痴みたいに聞こえ

るんですが、だんだんと体力がなくなってきているところも現実的にあります。 

 そういうふうなことを変えようということで、新たな制度の柔軟な運用や、構築の変換
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というものを地方が声を上げてお願いをしている状況です。農地法など、先ほどの税の制

度でもありますし、今回、非常に助かりましたのは、新型コロナ対策の交付税で地方の自

由度をかなり尊重していただきましたことです。それぞれ地域の中でどういうところに困

っているのか、医療的なのか、福祉的なのか、子供の状況なのか、かなりそれぞれの特徴

的なものを入れることができたので、地方それぞれはそれなりにコロナの対策が進んだか

と思います。そういうようなことを少し自由度として入れていただく中での柔軟なシステ

ムの構築を考えていただくと、ここに書いていただいてあるような魅力ある地域づくり、

都市づくりにつながっていくのかなと。そういうことができないと、なかなか地域を支え

る担い手の育成も難しいですし、共生する社会づくりというのも非常に難しい状況になっ

てきている段階です。 

 ＩＣＴの技術革新や民間活力というのは、そういうものをしていく中でのアイテムとい

いますか、方法の一つでしかないというところもありますので、その辺を上手に使うため

にも、もう少し制度や運用の仕方を少し考えていただきたいと思います。本市でいうと、

本市の特徴的なものは外国人との共生であったり、モータースポーツが非常に盛んであり

ますので、こういう個々の魅力を発信しながらまちづくりをしていくためにも、ぜひこの

辺の部分を考えていただき、それから東京一極集中というところをもう少し具体的に踏み

込んで書いていただきながら、議論していただけるといいのかなと思います。 

 ちょっと逆の立場からの発言になりますので、少し恨めしい話もさせていただきました

けれども、そのようなことでございます。どうぞよろしくお願いします。 

【増田委員長】  ありがとうございました。全国いろいろやっていく上で、やはりブロ

ック別の魅力をそれぞれ出していくというか、捉えた上で、その中で基礎自治体がいろい

ろな役割を果たしていくというような姿というのはこれからもっと必要になってくるんだ

ろうなと思いながら、お聞きしておりました。 

 それで、大体２巡いたしました。皆様方から御発言をいただきましたので、最後に、前

半でも後半でも、どちらでも結構ですけれども、もし何か今日承っておいたほうがいいよ

うな意見がありましたら委員の方からお願いしたいんですが、何かございますでしょうか。 

 特になければ、事務局のほうで、今日いただいた全体的な意見をきちんと整理していた

だいて、早めに皆さん方のほうにバックをして、それで次回中間取りまとめの議論という

ことになりますが、よろしゅうございますかね。 

 それでは、事務局のほうから補足する点、あるいは回答すべき点がありましたらお願い
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したいと思いますが、何かございますか。 

【藤田課長】  特にはございません。 

【増田委員長】  それでは、今日の意見交換はここまでとさせていただきまして、今日

の議論、ファクトについて追加すべき部分も幾つかございましたし、それから、やはり全

体のフレームワークをもう一回見直して、特にリスクと対応方針ですとか、それから深め

るべき論点の辺りのつながりとか、そうした点について吟味をしてもらって、次回の委員

会では、中間取りまとめの内容について、各委員のほうから議論、そして御意見を頂戴し

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の第８回の会議は以上で終了いたしたいと思います。御熱心な御議論を

賜りましてありがとうございました。 

 それでは、進行を事務局のほうにお返しいたします。 

【小田桐企画官】  増田委員長、長時間にわたる議事進行をありがとうございました。 

 事務局から３点、お知らせをさせていただきます。 

 まず、本日の会議の議事録は、後日、委員の皆様に御確認いただいた上で、国土交通省

のホームページにて公表をさせていただきます。 

 ２点目として、本日の資料につきましては、既に国土交通省ホームページにて公表され

ておりますので、後日、資料を参照される場合はそちらを御覧ください。 

 ３点目として、次回の国土の長期展望専門委員会は、１０月５日月曜日の１４時から開

催する予定としております。開催方式や会場等詳細につきましては、追って事務局より御

連絡をさせていただきます。 

 事務局からは以上でございます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


